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（趣旨） 

第１条 この法人規程は、筑波大学附属図書館規則(平成１６年法人規則第２２号)第３条の２

第２項の規定に基づき、附属図書館研究開発室（以下「研究開発室」という。）に関し必要

な事項を定めるものとする。 
 
（業務） 

第２条  研究開発室は、次の各号に掲げる業務を行う。 
(1)  学術情報の収集及び管理の一元化・効率化等に係る研究及び開発に関すること。 
(2)  学術情報の収集、管理、提供、発信等に係る制度的・技術的課題の研究及び開発に

関すること。 
(3)  電子図書館に係る調査及び研究に関すること。 
(4)  貴重図書等図書館資料の保存・公開等に係る調査及び研究に関すること。 
(5)  その他教育研究支援活動に係る調査及び研究に関すること。 

 
（組織) 

第３条 研究開発室は、次に掲げる室員で組織する。 
(1)  附属図書館副館長 
(2) 次条に規定する室長の推薦に基づき、附属図書館長が委嘱する者 若干人 

 
（室長） 

第４条 研究開発室に室長を置き、附属図書館長が指名する附属図書館副館長をもって充てる。 
２ 室長は、研究開発室の業務を総括する。 
 
（室員の任期等） 

第５条 第３条第２号の室員の任期は、１年とする。ただし、任期の終期は、室員となる日の

属する年度の末日とする。 
２ 補欠の室員の任期は、前任者の残任期間とする。 
３ 前２項の室員は、再任されることができる。 
 
（運営会議） 

第６条  研究開発室に、第２条の業務に関する事項について協議及び連絡調整を行うため、運 
営会議を置く。 

２ 運営会議は、室長、室員及び室長が必要と認める者で構成する。 



３ 運営会議は、室長を議長とし、必要に応じて開催する。 
 

(プロジェクト) 
第７条 研究開発室に、第２条の業務を実施する組織としてプロジェクトを置く。 
 
（事務） 

第８条 研究開発室に関する事務は、学術情報部情報企画課において処理する。 
 
（雑則） 

第９条 この法人規程に定めるもののほか、研究開発室に関し必要な事項は、別に定める。 
 

附 則 
 この法人規程は、平成１７年５月２７日から施行する。 
 

附 則（平２８．３．２４法人規定第６０号） 
この法人規程は、平成２８年４月１日から施行する。 
 


